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新しい時代を切り拓く実践経営情報紙 

次世代住宅ポイント制度の発行戸数 
新築・リフォームで計１万戸を超え」 

 
国土交通省がこのほど公表した次世代住宅ポイント制度の実施状況によると、８月末でポイン

ト発行戸数が新築・リフォーム合わせて１万戸を超えたことが分かった。 

同制度は、消費税率10％が適用される一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、

様々な商品等と交換できるポイントが発行される。省エネ・耐震・バリアフリー、家事負担軽減

に対応した一定性能の住宅の新築やリフォームをし、本年10月以降に引渡しを受ける住宅（一定

期間内の請負契約・着工が要件）が対象で、ポイント発行申請をすることで様々な商品等と交換

できるポイント（１ポイント１円相当）が受け取れる。 

 

申請受付は本年６月３日から始まり、８月末までの累計で新築１万1836戸、リフォーム2026戸

の合計１万3862戸が申請し、審査の結果、１万618戸（新築8869戸、リフォーム1749戸）にポイン

トが発行された。発行ポイント数は、合計31億5957万ポイントにのぼっている。 

ポイント発行申請期限は来年３月までを予定している（本年度1300億円の予算を計上している

ことから、予算の執行状況に応じて申請期限を公表）。商品交換申込は本年10月から来年６月ま

で。交換商品は、家電からインテリア、雑貨・日用品、地場産品、食料品・飲料、スポーツ・健

康増進など、幅広い商品が次世代住宅ポイント事務局ホームページに掲載されている。 

 

 


